様式第６号（第８条関係）
	使用料減免申請書

年　　　月　　　日　　

　　（宛先）茅野市長　　　　　　

団体名　　　　　　　　　　　　

代表者　　　　　　　　　　　

　茅野市都市公園条例施行規則第8条の規定により申請します。



	減免を必要

とする理由


	

	添付書類


	　　公園施設使用許可申請書　　　通


	減免申請額
	納付すべき額
	減　　免　　額
	差引納付額

	
	
	
	

	
	教育長
	部　長
	課　長
	係　長
	担当者

	起案　　　　　年　　　月　　　日

決裁　　　　　年　　　月　　　日
	
	
	
	
	

	茅野市都市公園条例第１８条の規定により、下記のとおり減免して
よろしいか、お伺いします。
【減免区分】　　　　　　　　に該当（裏面を参照し、該当する数字を記入）


	減免決定額
	納付すべき額
	減　　免　　額
	差引納付額

	
	
	
	















申請者





【減免区分】





(1)　特定非営利活動法人茅野市スポーツ協会（以下「市スポーツ協会」という。)及び市スポーツ協会に所属する各種競技協会が主催する教室又は会議として使用するとき　２分の１減額


(2)　公益財団法人長野県スポーツ協会（以下「県スポーツ協会」という。)及び県スポーツ協会に所属する各種競技協会からスポーツ基本法(平成23年法律第78号)第26条第１項に規定する国民スポーツ大会（以下「国スポ」という。）強化選手に指定された者が使用するとき　２分の１減額


(3)　国スポの予選会として使用するとき　２分の１減額


(4)　身体障害者福祉法（昭和24年法律第283号）第15条第４項の規定により身体障害者手帳の交付を受けている者、療育手帳制度要綱（昭和48年9月27日厚生省発児第156号）の規定により療育手帳の交付を受けている者又は精神保健及び精神障害者福祉に関する法律（昭和25年法律第123号）第45条第２項の規定により精神障害者保健福祉手帳の交付を受けている者及びその介護者１人が当該手帳を提示したとき　２分の１減額


(5)　障害者対象の事業又は大会として使用するとき　２分の１減額


(6)　国又は長野県が主催し、又は共催する事業として使用するとき　免除 


(7)　茅野市が共催する事業として使用するとき　免除


(8)　茅野市が主催する事業に類する公共性の高い事業であって、市長が特に必要と認めるとき　免除


(9)　学校教育法（昭和22年法律第26号）第１条に規定する市内の小学校又は中学校が教育活動に使用するとき　免除


(10)　茅野市特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の運営に関する基準を定める条例(平成26年茅野市条例第16号)第２条第２号から第４号までに規定する市内の施設又は第５号から第８号までに規定する事業を営む市内の保育事業者が教育及び保育活動に使用するとき　免除


(11)　茅野市公民館条例（昭和40年茅野市条例第10号）第３条に規定する地区公民館又は第４条に規定する分館が公民館活動を行うために使用するとき　免除


(12)　長野県中学校体育連盟が大会、行事等として使用するとき　免除











